３　昭和２５年度以降の府税の税率等の推移
（狩猟税）

	
	狩猟税（平成16年度狩猟者登録税と入猟税と統合）

	
	狩猟者登録税
(昭和38年度までは狩猟者税、
昭和53年度までは狩猟免許税）
	入猟税

	昭和25年度
	税率

3,600円
	

	昭和26年度
	
	

	昭和27年度
	税率

2,400円
	

	昭和28年度
	税率
狩猟を業とする者


1,800円


その他の者
3,600円
	

	昭和29年度
	税率
前年分の所得税の納付義務のない者又は自
家労力農家



1,800円


その他の者
3,600円
	

	昭和30年度
	税率
前年分の所得に係る総所得金額が諸控除額
に満たない者又は自家労力農家


1,800円


その他の者
3,600円
	

	昭和31年度
	
	

	昭和32年度
	
	

	昭和33年度
	税率
甲種免許、乙種免許


3,600円


上記の者のうち前年分の課税総所得金額が
諸控除額に満たない者及び自家労力農家


1,800円


丙種免許
900円
	

	昭和34年度
	
	

	昭和35年度
	
	

	昭和36年度
	税率
甲種免許、乙種免許


3,600円


上記の者のうち所得割額の納付を要しない狩
猟業者、林業者及び自家労力農家


1,800円
	

	昭和37年度
	
	

	昭和38年度
	税率
甲種免許、乙種免許


1,500円


上記の者のうち所得割額の納付を要しない者


700円


丙種免許
450円
	入猟税創設

税率
甲種免許
1,000円


乙種免許
1,000円

丙種免許
350円

	昭和39年度
	
	

	昭和40年度
	
	

	昭和41年度
	
	

	昭和42年度
	
	

	昭和43年度
	
	

	昭和44年度
	
	

	昭和45年度
	
	

	昭和46年度
	税率
甲種免許、乙種免許


4,500円


上記の者のうち所得割額の納付を要しない者


2,000円


丙種免許
1,500円
	税率
甲種免許
3,000円


乙種免許
3,000円

丙種免許
1,000円

	昭和47年度
	
	

	昭和48年度
	
	

	昭和49年度
	
	

	昭和50年度
	
	

	昭和51年度
	
	

	昭和52年度
	
甲種免許、乙種免許


9,000円


上記の者のうち所得割額の納付を要しない者


4,000円


丙種免許
3,000円
	
甲種免許
6,000円


乙種免許
6,000円


丙種免許
2,000円

	昭和53年度
	
	

	昭和54年度
	
	


	昭和55年度
	
	

	昭和56年度
	
	

	昭和57年度
	
	

	昭和58年度
	
甲種免許、乙種免許


10,000円


上記の者のうち所得割額の納付を要しない者


4,500円


丙種免許
3,300円
	
甲種免許
6,500円


乙種免許
6,500円


丙種免許
2,200円

	昭和59年度
	
	

	昭和60年度
	
	

	昭和61年度
	
	

	昭和62年度
	
	

	昭和63年度
	
	

	平成元年度
	
	

	平成2年度
	
	

	平成3年度
	
	

	平成4年度
	
	

	平成5年度
	
	

	平成6年度
	
	

	平成7年度
	
	

	平成8年度
	
	

	平成9年度
	
	

	平成10年度
	
	

	平成11年度
	
	

	平成12年度
	
	

	平成13年度
	
	

	平成14年度
	
	

	平成15年度
	
	

	平成16年度
	・網・わな猟又は第一種銃猟免許

①　府民税の所得割額の納付を要する者
16,500円

②　①の者の控除対象配偶者又は扶養親族
16,500円
③　府民税の所得割額の納付を要しない者
11,000円

④　③の者の控除対象配偶者又は扶養親族
11,000円
⑤　②の者のうち、農林水産業に従事している者
11,000円

・第二種銃猟免許


5,500円

	平成17年度
	

	平成18年度
	

	平成19年度
	・第一種銃猟免許

①　府民税の所得割額の納付を要する者
16,500円

②　①の者の控除対象配偶者又は扶養親族
16,500円

③　府民税の所得割額の納付を要しない者
11,000円

④　③の者の控除対象配偶者又は扶養親族
11,000円

⑤　②の者のうち、農林水産業に従事している者
11,000円

・網猟又はわな猟

⑥　府民税の所得割額の納付を要する者
 8,200円

⑦　⑥の者の控除対象配偶者又は扶養親族
 8,200円

⑧　府民税の所得割額の納付を要しない者
 5,500円

⑨　⑧の者の控除対象配偶者又は扶養親族
 5,500円

⑩　⑦の者のうち、農林水産業に従事している者
 5,500円

・第二種銃猟免許


 5,500円

	平成20年度
	対象鳥獣捕獲員の方が狩猟者の登録を受ける場合は、平成20.４.１から平成25.３.31までの間に限り、税額に２分の１を乗じた税額とする。

	平成21年度
	

	平成22年度
	

	平成23年度
	

	平成24年度
	

	平成25年度
	対象鳥類捕獲員に係る狩猟税の税率の特例措置を3年間延長

	平成26年度
	

	平成27年度
	対象鳥類捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の従業者の課税を免除し、狩猟者登録申請書を提出する日前１年以内に許可捕獲等を行った者及び有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従業者の税額の２分の１を軽減する措置を平成31.３.31まで実施する。

	平成28年度
	

	平成29年度
	

	平成30年度

	

	令和元年度
	対象鳥類捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の従業者の課税を免除し、狩猟者登録申請書を提出する日前１年以内に許可捕獲等を行った者及び有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従業者の税額の２分の１を軽減する措置を令和６.３.31まで延長する。

	令和２年度
	

	令和３年度
	

	令和４年度
	

	令和５年度
	

	令和６年度
	対象鳥類捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の従業者の課税を免除し、狩猟者登録申請書を提出する日前１年以内に許可捕獲等を行った者及び有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従業者の税額の２分の１を軽減する措置を令和11.３.31まで延長する。


